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東
京
大
会
開
催
予
定
が
平

成
27
年
度
全
板
連
理
事
会
に

お
い
て
決
ま
り
、
東
京
に
お

け
る
開
催
は
昭
和
60
年
第
37

回
大
会（
渋
谷
区
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ホ
ー

ル
）
以
来
の
こ
と
と
な
り
ま

す
。
２
０
２
０
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
翌
年
の
開
催
に
あ
た

り
、
都
市
再
開
発
で
姿
を
変

え
た
都
心
で
の
開
催
に
受
け

入
れ
に
は
大
き
な
期
待
、
懸

念
な
ど
が
交
錯
し
ま
し
た
。

東
京
都
板
金
工
業
組
合
（
森

田
前
理
事
長
）
で
は
平
成
30

年
５
月
に
小
俣
副
理
事
長
が

実
行
委
員
長
に
就
き
実
行
委

員
会
を
立
上
げ
て
３
グ
ル
ー

プ
（
会
場
・
Ｐ
Ｒ
・
渉
外
）

の
担
当
に
分
か
れ
組
織
を
つ

く
り
委
員
会
で
協
議
を
重
ね

ま
し
た
。
ま
た
同
年
６
月
を

始
め
と
し
て
全
板
連
事
務
局

と
の
会
合
も
重
ね
て
き
ま
し

た
。
会
場
選
定
に
は
東
京
都

内
施
設
の
候
補
地
を
挙
げ
て
、

会
場
の
収
容
規
模
・
ア
ク
セ

ス
・
費
用
な
ど
比
較
検
討
に

よ
り
開
催
地
候
補
の
絞
り
込

み
を
行
い
、
令
和
２
年
１
月

に
は
東
京
ビ
ッ
ク
サ
イ
ト
施

設
利
用
申
込
み
手
続
き
ま
で

行
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
同
年
春
先
よ
り
発
生
の
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

感
染
拡
大
、
イ
ベ
ン
ト
規
制

な
ど
か
ら
東
京
五
輪
、
様
々

な
イ
ベ
ン
ト
は
中
止
・
延
期

を
余
儀
な
く
さ
れ
、
静
岡
大

会
も
延
期
と
な
り
東
京
大
会

会
場
選
定
は
仕
切
り
直
し
と

な
り
ま
し
た
。

　

今
年
５
月
に
は
２
年
間
の

時
を
経
て
、
第
72
回
静
岡
大

会
が
５
月
19
日
（
木
）
静
岡

県
静
岡
市
の
「
ツ
イ
ン
メ
ッ

セ
静
岡
」
で
開
催
さ
れ
、
東

板
参
加
85
名
は
式
典
で
は
揃

い
の
組
合
ユ
ニ
ホ
ー
ム
（
白

ベ
ス
ト
）
着
用
で
着
座
し
、

式
終
盤
で
は
堀
江
理
事
長
よ

り
次
期
大
会
開
催
挨
拶
と
と

も
に
舞
台
前
に
は
Ｐ
Ｒ
委
員

会
を
中
心
に
協
議
制
作
の

「
２
０
２
３
東
京
大
会
」
横
断

幕
、「
東
京
都
板
金
工
業
組

合
」・「
２
０
２
３
東
京
大
会
」・

「
建
築
板
金
の
日
」
幟
旗
を
掲

げ
て
次
期
開
催
地
の
ア
ピ
ー

ル
を
行
い
ま
し
た
。

　

一
方
、
会
場
選
定
で
は
東

京
五
輪
競
技
施
設
の
内
、
有

明
体
操
競
技
場
が
東
京
都
管

轄
で
展
示
会
場
貸
出
し
と
の

情
報
を
得
て
、
本
年
２
月
に

都
庁
へ
の
貸
出
し
問
合
せ
訪

問
を
皮
切
り
に
、
運
営
会
社

と
の
打
合
せ
を
重
ね
、
有
明

展
示
場
（
正
式
名
称
：
有
明

Ｇ
Ｙ
Ｍ
︲
Ｅ
Ｘ
）
を
開
催
場

所
と
決
定
し
ま
し
た
。

　

９
月
に
入
り
、
施
設
利
用

申
込
書
提
出
、
９
月
12
日
に

は
全
板
連
よ
り
小
畠
専
務
理

事
、
他
３
名
と
東
板
か
ら
堀

江
理
事
長
、
他
５
名
で
総
会
・

前
夜
祭
開
催
場
所
の
「
グ
ラ

ン
ド
ニ
ッ
コ
ー
東
京
台
場
」

つ
づ
い
て
「
有
明
Ｇ
Ｙ
Ｍ
︲

Ｅ
Ｘ
」
の
現
地
で
開
催
場
所

の
下
見
と
視
察
打
合
せ
を
行

い
ま
し
た
。
ホ
テ
ル
で
は
総

会
会
場
、
前
夜
祭
会
場
、
客

室
な
ど
を
巡
り
館
内
説
明
を

受
け
ま
し
た
。
大
会
会
場
で

は
改
修
工
事
中
で
あ
り
ま
し

た
が
入
場
口
、
搬
入
経
路
、

会
議
室
、
展
示
エ
リ
ア
な
ど

施
設
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　

東
京
ベ
イ
エ
リ
ア
で
の
第

73
回
東
京
大
会
が
全
国
か
ら

多
数
の
同
業
者
が
集
い
、
に

ぎ
わ
う
大
イ
ベ
ン
ト
に
な
る

で
あ
ろ
う
と
実
感
し
ま
し
た
。

開
催
ま
で
あ
と
６
か
月
と
な

り
実
行
委
員
会
で
は
準
備
を

進
め
て
い
ま
す
。
組
合
員
皆

様
に
は
大
会
運
営
に
ご
協
力

を
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
今
後
支
部
長
会
な
ど

通
じ
て
ご
案
内
を
い
た
し
ま

す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

東京大会  開催場所が決定！東京大会  開催場所が決定！
第73回全国建築板金業者東京大会は令和５年５月25日、東京ベイエリア江東区の有明GYM-EX（ジメックス）に大会会場が決まりました。

また前日には総会・前夜祭がグランドニッコー東京台場において開催されます。

令
和
五
年
度
訓
練
生
募
集
要
項

東
京
都
板
金
高
等
職
業
訓
練
校

一
、
募
集
人
員　

建
築
外
装
系
建
築
板
金
科　

八
名

二
、
入
校
資
格　

職
業
訓
練
指
導
員
の
も
と
で
、
板
金

工
と
し
て
指
導
を
受
け
て
い
る
者
、
ま
た
は
受

け
よ
う
と
し
て
い
る
者
で
次
に
該
当
す
る
方
。

①　

原
則
と
し
て
高
等
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

②　

①
と
同
程
度
の
学
力
あ
り
と
校
長
が
認
め
た
者

③　

経
験
・
年
齢
・
性
別
は
問
い
ま
せ
ん
。

三
、
入
校
の
申
請　

所
定
の
用
紙
を
使
っ
て
、
次
の
書

類
を
提
出
し
て
下
さ
い
。

①　

入
校
申
請
書　

一
通

②　

誓　

約　

書　

一
通

③　

写　
　
　

真　

二
枚
（
縦
三
・
五
㎝
×
横
二
・
五
㎝
）

四
、
申
込
受
付　

令
和
五
年
三
月
十
日
ま
で
に
、
前
記

の
書
類
を
事
務
局
へ
提
出
し
て
下
さ
い
。
な
お

定
員
に
達
し
次
第
締
切
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

の
で
お
早
め
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

五
、
学
　
　
費　

入
校
に
さ
い
し
て
は
、
次
の
学
費
を

納
め
て
下
さ
い
。

①　

入
学
金�

六
〇
、〇
〇
〇
円

②　

授
業
料
（
前
期
分
）�

一
一
〇
、〇
〇
〇
円

③　

派
遣
事
業
主
負
担
金
（
前
期
分
）�

二
〇
、〇
〇
〇
円

④　

同
窓
会
費�

三
、〇
〇
〇
円

⑤　

入
学
時
納
入
金�

合
計
一
九
三
、〇
〇
〇
円

※�

雇
用
保
険
も
し
く
は
労
働
保
険
特
別
加
入
者
は
、

授
業
料
が
七
五
、〇
〇
〇
円
と
な
り
ま
す
。

六
、
卒
業
生
の
特
典

①　

卒
業
時
に
行
う
技
能
照
査
の
合
格
者
に
は
、
技

能
士
補
の
称
号
が
授
与
さ
れ
、
二
級
技
能
検
定

で
学
科
試
験
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

②　

卒
業
年
度
に
二
級
技
能
検
定
の
受
験
資
格
が
つ

き
ま
す
。

③　

ガ
ス
溶
接
・
ア
ー
ク
溶
接
・
グ
ラ
イ
ン
ダ
・
低

圧
電
気
・
足
場
組
立
・
フ
ル
ハ
ー
ネ
ス
の
各
修

了
証
を
交
付
し
ま
す
。

④　

卒
業
後
、
七
年
以
上
の
実
務
経
験
に
よ
り
、
所

定
講
習
受
講
後
、
東
京
都
知
事
よ
り
職
業
訓
練

指
導
員
免
許
が
得
ら
れ
ま
す
。

七
、
所
定
の
用
紙　

ご
連
絡
下
さ
れ
ば
、
事
務
局
か
ら
募

集
要
項
・
入
校
申
込
書
類
一
式
を
送
付
し
ま
す
。

八
、
連
絡
先　

事
務
局
☎
〇
三
（
五
九
一
五
）
六
三
三
三
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『保険』って何かと難しい…。
様々な疑問をわかりやすくお答えします。

 『東板傷害補償制度、東板セフティ補償プラン、東板労災上乗せプラン、
東板業務災害補償制度、アフラック、SOMPOひまわり生命』
お気軽にお問い合せください。《E-mail : hoken@agency.topy.co.jp》

☆主な取扱商品

TEL.03-5436-0211（代表）FAX.03-5436-0215

令和 5 年 賀詞交歓会
東 京 都 板 金 工 業 組 合
理　事　長　堀江　　岳
総務委員長　柴﨑　武士

令和５年の賀詞交歓会を開催いたします。
３年ぶりの展示会・交歓会開催となります。多数のご参加をお待ちいたします。

◎日　時　令和５年１月 23 日（月）
　　　　　受　付　午後 12 時 30 分より
　　　　　展示会　午後１時～２時 30 分
　　　　　　　　　交歓会　午後３時より
◎場　所　明治記念館（港区元赤坂２- ２-23）
　　　　　　　　　交歓会　２階　富士の間
◎会　費　15,000 円（一般　お一人）

新型コロナウイルス感染症状況による内容変更をご承知おきください。
来場の際はマスク着用、会場の感染症予防対策にお従い願います。
当日、体調の優れない方は無理なご出席をお控えいただきますようお願いします。

東
板
青
年
部
で
何
か
技
術

的
な
事
を
み
ん
な
で
研
究
で

き
な
い
か
？ 

と
い
う
事
を
話

し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

他
の
現
場
応
援
に
行
っ
た
時

に
、
意
外
と
そ
の
事
業
所
に

よ
り
納
ま
り
方
が
違
う
と
話

題
に
な
り
ま
し
た
。

私
は
あ
ま
り
他
の
板
金
屋

さ
ん
と
は
行
き
来
が
な
い
方

な
の
で
分
か
ら
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
自
分
の
納
め
方
は

当
た
り
前
な
の
か
？ 

他
の
人

は
ど
の
よ
う
な
納
め
方
を
し

て
い
る
の
か
？ 

訓
練
校
時
代

の
教
科
書
や
、
メ
ー
カ
ー
の

施
工
要
領
な
ど
を
調
べ
て
も

水
切
り
や
雨
押
、
棟
な
ど
役

物
の
断
面
の
納
ま
り
は
書
い

て
あ
る
の
で
す
が　

端
部
の

納
ま
り
は
ど
こ
に
も
見
当
た

り
ま
せ
ん
。

９
月
26
日
の
青
年
部
幹
事

会
で
は
実
際
に
モ
ッ
ク
ア
ッ

プ
に
現
物
の
水
切
り
を
取
り

付
け
る
よ
う
な
下
地
を
造
り
、

水
切
り
材
・
板
金
工
具
を

準
備
し
て
水
切
り
研
究
勉
強

会
を
行
い
ま
し
た
。
実
際
に

皆
で
そ
れ
ぞ
れ
工
具
を
片
手

に
水
切
り
材
の
止
ま
り
、
出

隅
、
入
隅
の
納
ま
り
を
加
工

し
ま
し
た
。
す
る
と
、
や
は

り
い
ろ
ん
な
納
め
方
が
出
て

き
て
、
鋏
の
入
れ
方
、
コ
ー

キ
ン
グ
は
ど
こ
に
う
つ
？ 

重

ね
は
ど
の
く
ら
い
と
る
か
？  

立
ち
上
が
り
は
い
つ
も
ど
の

く
ら
い
に
し
て
い
る
？ 

等
々
、

議
論
と
な
り
１
時
間
程
度
で

は
時
間
が
と
て
も
足
り
な
い

「
自
社
で
も
実
践
」

　

今
回
の
テ
ー
マ
は
「
現

場
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
と

は
」
を
テ
ー
マ
で
研
修
会

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
内
容
は
工
程
管
理
・
作

業
手
順
書
等
を
各
班
に
分
か

れ
、
リ
ー
ダ
ー
・
書
記
・
発

表
担
当
を
決
め
て
グ
ル
ー
プ

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
で

行
い
ま
し
た
。
自
分
達
の
過

去
の
事
例
を
各
自
出
合
い
こ

の
位
の
工
事
な
ら
こ
の
位
の

日
程
が
か
か
り
、
危
険
な

ポ
イ
ン
ト
は
ど
こ
に
あ
る

か
、
ど
の
部
位
か
ら
工
事
を

進
め
た
ら
よ
い
か
等
を
話
合

い
な
が
ら
、
他

県
板
の
皆
様
と

交
流
を
深
め
終

始
有
意
義
な
研

修
会
を
進
め
さ

せ
て
頂
き
ま
し

た
。
日
頃
、
自

分
の
会
社
で
は

考
え
て
い
な
い

こ
と
や
経
験
し

た
こ
と
の
な
い

工
事
、
逆
に
何

時
で
も
行
っ
て

い
る
事
が
他
の

方
が
行
っ
て
い

な
い
な
ど
、
同

じ
業
界
に
居
な
が
ら
こ
ん
な

に
違
う
考
え
あ
る
の
か
と
痛

感
い
た
し
ま
し
た
。「
話
を

し
て
、
意
見
を
聞
き
、
考
え
、

皆
で
答
え
を
出
す
」
グ
ル
ー

プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
と
い

う
や
り
方
、
非
常
に
良
か
っ

た
で
す
。
今
回
の
趣
旨
で
あ

る
「
現
場
で
の
リ
ー
ダ
ー
と

は
」
非
常
に
あ
っ
た
内
容
で

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と

思
い
ま
す
。
こ
の
研
修
で
の

内
容
は
会
社
へ
持
ち
帰
り
今

後
の
考
え
の
一
つ
と
し
精
進

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
主
催
の
茨
城
県
板
の

皆
様
へ
は
準
備
し
て
い
た
だ

き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。足

立
支
部
　
畠
井
　
千
里

「
研
修
会
に
参
加
し
て
」

　

グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
で
の
今
回
の
テ
ー
マ

は
工
程
管
理
と
い
う
題
目
で

し
た
。
他
県
板
の
方
た
ち
と

一
つ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
皆

で
意
見
を
出
し
合
い
現
場
で

の
進
め
方
を
考
え
ま
し
た
。

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
行
程
管
理
、

施
工
順
序
な
ど
が
全
く
異
な

り
、
納
得
す
る
事
が
多
々
あ

り
ま
し
た
。
人
そ
れ
ぞ
れ
の

進
め
方
や
納
め
方
、
材
料
の

選
定
な
ど
会
社
、
土
地
が
違

う
者
同
士
で
考
え
出
す
と
自

分
だ
け
で
は
あ
り
え
な
い
答

え
を
出
す
事
が
出
来
る
事
を

学
び
ま
し
た
。
と
て
も
勉
強

に
な
っ
た
２
日
間
で
し
た
。

新
宿
・
中
野
・
杉
並
支
部

杉
本
　
　
亮

「
参
加
し
て

感
じ
得
た
こ
と
」

　

３
年
ぶ
り
と
な
る
関
東
甲

信
越
板
金
協
議
会
青
年
部
研

修
会
が
水
戸
で
開
催
さ
れ
、

90
名
以
上
の
板
金
業
に
携
わ

る
若
手
が
集
ま
り
と
て
も
活

気
の
あ
る
研
修
会
で
し
た
。

「
現
場
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー

と
は
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も

と
に
、
過
去
の
競
技
大
会
の

課
題
で
出
さ
れ
た
建
築
図
面

を
も
と
に
作
業
計
画
書
、
工

程
表
を
作
成
す
る
内
容
に
つ

い
て
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
を
し
ま
し
た
。
特
に

印
象
に
残
っ
た
の
は
、グ
ル
ー

プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
終

え
グ
ル
ー
プ
の
代
表
発
表
者

を
決
め
る
時
の
こ
と
で
す
。

グ
ル
ー
プ
内
で
一
番
若
い
子

が
、
自
分
は
こ
の
よ
う
な
事

慣
れ
て
な
い
し
失
敗
し
て
し

ま
い
そ
う
な
の
で
・・・
と
言
っ

た
の
で
す
が
、「
い
い
の
だ

よ
。
こ
こ
は
青
年
部
だ
！
現

場
じ
ゃ
失
敗
し
た
ら
ま
ず
い

け
ど
、
こ
こ
な
ら
い
く
ら
失

敗
し
た
っ
て
許
さ
れ
る
。
今

の
う
ち
に
、
経
験
を
し
て
お

け
ば
何
か
あ
っ
た
時
に
き
っ

と
役
に
た
つ
か
ら
」
と
同
じ

く
ら
い
に
白
熱
し
、
こ
の
経

緯
で
次
回
も
引
き
続
き
同
じ

テ
ー
マ
で
深
く
掘
り
下
げ
て

い
く
事
と
な
り
ま
し
た
。

た
か
が
水
切
り
、
さ
れ
ど

水
切
り
、
ど
う
し
て
こ
う
い

う
風
に
納
め
る
の
？ 

普
段

何
気
な
く
行
っ
て
い
る
作
業

を
改
め
て
見
直
す
良
い
機
会

と
な
り
ま
し
た
。
同
じ
人
が

加
工
し
て
も
、
板
厚
、
サ
イ

ズ
、
設
置
状
況
に
よ
っ
て
納

め
方
も
変
わ
っ
て
く
る
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。
ど
の
納
ま

り
が
よ
い
か
？ 

評
価
を
ど
の

よ
う
に
行
え
ば
よ
い
の
か
？ 

そ
れ
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
お

関東甲信越ブロック会青年部研修会 in 茨城

そ
ら
く
そ
の
納
ま
り
に
、
何

ら
か
の
理
由
付
け
が
で
き
れ

ば
、
そ
れ
が
す
べ
て
正
解
だ

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
大
勢

か
ら
の
意
見
を
聞
け
ば
自
分

が
思
い
つ
か
な
か
っ
た
納
ま

り
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

青
年
部
で
は
今
後
も
機
会
を

設
け
て
、
雨
押
え
、
ケ
ラ
バ

包
み
な
ど
様
々
な
テ
ー
マ
に

同
様
の
勉
強
会
を
開
催
出
来

た
ら
良
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

お
時
間
が
あ
り
ま
し
た
ら
皆

様
も
ご
参
加
下
さ
い
。
い
ろ

い
ろ
な
方
法
を
新
た
に
身
に

着
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

青
年
部
会
長
　
中
込
　
公
一

コロナ禍により2年間のブランクを経て一都九県から97名参加のもと、令和
4年9月3・4日ホテルウエストヒルズ水戸において第31回研修会が開催され
東板からは12名が参加しました。参加者からの感想を紹介します。

グ
ル
ー
プ
の
人
が
発
言
を
し

て
大
き
な
感
銘
を
受
け
ま
し

た
。
同
じ
板
金
業
の
仲
間
と

し
て
、
若
手
を
育
て
る
気
質

を
肌
で
感
じ
取
れ
る
良
い
機

会
と
な
り
ま
し
た
。

大
田
・
品
川
支
部

中
込
　
公
一

青
年
部

青
年
部

水
切
り
研
究
勉
強
会

水
切
り
研
究
勉
強
会
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掛掛
金金

とと
保保

険険
金金

額額
パパ

タタ
ーー

ンン
表表

（
保

険
期

間
１

年
、

月
払

、
団

体
割

引
１

０
％

）

A
ココ
ーー
スス
（（
板板

金金
作作

業業
にに
従従

事事
すす
るる
人人

））
はは

高高
所所

作作
業業

のの
有有

無無
をを
問問

わわ
ずず
、、
A
ココ
ーー
スス
とと
なな
りり
まま
すす
。。

Ａ
コ

ー
ス

：
職

種
級

別
Ｂ

級
（

板
金

業
な

ど
）

Ｂ
コ

ー
ス

：
職

種
級

別
Ａ

級
（

事
務

職
、

学
生

、
主

婦
な

ど
）

掛掛
金金

保保
険険

料料
組組

合合
事事

務務
費費

おお
支支

払払
いい
いい
たた
だだ
くく
月月

額額
掛掛

金金

掛掛
金金

のの
内内

訳訳

＜＜
上上

記記
表表

のの
見見

方方
＞＞

記記
載載

のの
なな
いい
職職

種種
にに
つつ
いい
てて
はは

、、
取取

扱扱
代代

理理
店店

まま
たた
はは

損損
保保

ジジ
ャャ
パパ

ンン
まま
でで
おお
問問

いい
合合

わわ
せせ

くく
だだ
ささ
いい
。。

※
上上

記記
掛掛

金金
はは

保保
険険

料料
とと
組組

合合
事事

務務
費費

よよ
りり
構構

成成
ささ
れれ
てて
おお
りり
まま
すす
。。

※
組組

合合
事事

務務
費費

にに
つつ
きき
まま
しし
てて
はは

、、
本本
制制

度度
のの
運運

営営
上上

必必
要要

なな
費費

用用
（（
会会

議議
運運
営営

費費
、、
印印

刷刷
費費

、、
通通
信信

費費
なな
どど
））
にに
充充

当当
すす
るる
たた
めめ
のの

費費
用用

とと
なな
りり
まま
すす
。。

※
８８
００
歳歳

以以
上上

のの
方方

はは
、、
１１
型型

もも
しし
くく
はは

２２
型型

のの
みみ

のの
加加
入入

とと
なな
りり
まま
すす
。。

※
事事

故故
がが

多多
発発

ささ
れれ
るる
被被

保保
険険

者者
のの

方方
にに
つつ
いい
てて
はは

、、
内内

容容
にに
よよ
りり
更更

改改
手手

続続
きき
をを
おお
断断

りり
すす
るる
かか

、、
補補

償償
内内

容容
をを
縮縮

小小
すす
るる
ププ
ララ
ンン
でで
のの

ごご
加加

入入
とと
なな
りり
まま
すす
。。

〈〈
掛掛

金金
のの

おお
支支

払払
いい
にに
つつ
いい
てて
〉〉

掛掛
金金

をを
おお
振振

込込
みみ
いい
たた
だだ
くく
際際

にに
はは

下下
記記

口口
座座
にに
おお
振振

込込
みみ

くく
だだ
ささ
いい
。。

みみ
ずず
ほほ

銀銀
行行

志志
村村

支支
店店

普普
通通

口口
座座

20
28
61
9

口口
座座

名名
：：
東東

京京
都都

板板
金金

工工
業業

組組
合合

④④

保
険

金
額

お
よ

び
掛

金
が

変
更

と
な

っ
て

い
る

コ
ー

ス
が

ご
ざ

い
ま

す
。

必
ず

内
容

を
ご

確
認

く
だ

さ
い

。

＜＜
AA
ココ
ーー
スス
＞＞

入
院

保
険
金

（
1
日

に
つ
き
）

通
院

保
険
金

（
1
日

に
つ
き
）

7
9
0
円

8
0
円

1
,4
8
0
円

1
5
0
円

2
,9
7
0
円

3
0
0
円

4
,3
7
0
円

4
4
0
円

7
,3
4
0
円

7
3
0
円

7
,8
5
0
円

7
9
0
円

3
,3
9
0
円

3
4
0
円

＜＜
BB
ココ
ーー
スス
＞＞

入
院

保
険
金

（
1
日

に
つ
き
）

通
院

保
険
金

（
1
日

に
つ
き
）

5
2
0
円

5
0
円

9
9
0
円

1
0
0
円

1
,9
7
0
円

2
0
0
円

2
,9
0
0
円

2
9
0
円

4
,8
7
0
円

4
9
0
円

5
,2
1
0
円

5
2
0
円

2
,2
4
0
円

2
2
0
円

５ ５
型型

６６
型型

1
5
,0
0
0
円

1
5
,0
0
0
円

日 額死
亡

・
後
遺
障
害

保
険
金

額

１ １
型型

２２
型型

1
,5
0
0
円

3
,0
0
0
円

７ ７
型型

1
0
0
万
円

1
5
0
万
円

3
0
0
万

円
4
0
0
万

円
7
0
0
万

円
1
,0
0
0
万
円

2
,0
0
0
万
円

３ ３
型型

４４
型型

0
円

1
,0
0
0
円

2
,0
0
0
円

4
,0
0
0
円

6
,0
0
0
円

1
0
,0
0
0
円

1
0
,0
0
0
円

0
円

6
,0
0
0
円

9
,0
0
0
円

A
：
板

金
作
業

に
従
事
し
て
い

る
人

掛 金

88
77
00
円円

11
,,66
33
00
円円

33
,,22
77
00
円円

44
,,88
11
00
円円

88
,,00
77
00
円円

88
,,66
44
00
円円

33
,,77
33
00
円円

１１
型型

２２
型型

３３
型型

４４
型型

５５
型型

６６
型型

７７
型型

死
亡

・
後
遺
障
害

保
険
金

額
1
0
0
万
円

1
5
0
万
円

3
0
0
万

円
4
0
0
万

円
7
0
0
万

円
1
,0
0
0
万
円

2
,0
0
0
万
円

日 額

1
,5
0
0
円

3
,0
0
0
円

6
,0
0
0
円

1
,0
0
0
円

2
,0
0
0
円

4
,0
0
0
円

9
,0
0
0
円

1
5
,0
0
0
円

1
5
,0
0
0
円

0
円

6
,0
0
0
円

1
0
,0
0
0
円

1
0
,0
0
0
円

0
円

掛 金

B
：
板

金
作
業

に
従
事
し
て
い

な
い
人

55
77
00
円円

11
,,00
99
00
円円

22
,,44
66
00
円円

22
,,11
77
00
円円

33
,,11
99
00
円円

55
,,33
66
00
円円

55
,,77
33
00
円円

今今
年年

度度
よよ

りり
全全

ココ
ーー

スス
・・

型型
にに

熱熱
中中

症症
危危

険険
補補

償償
特特

約約
がが

付付
帯帯

ささ
れれ

まま
しし

たた
。。

熱熱
中中

症症
にに

よよ
るる

死死
亡亡

・・
後後

遺遺
障障

害害
保保

険険
金金

、、
入入

院院
保保

険険
金金

、、
手手

術術
保保

険険
金金

、、
通通

院院
保保

険険
金金

をを
おお

支支
払払

いい
すす

るる
特特

約約
でで

すす
。。

◆
事

故
に
よ
る
ケ
ガ
の

た
め
、
公

的
医

療
保

険
制

度
の

給
付

対
象

で
あ
る
手

術
を
受

け
た
場

合
、
入

院
中

に
受

け
た
手

術
は

入
院

保
険

金
日

額
の

１
０
倍

、
外
来
で
受
け
た
手

術
は

入
院
保

険
金

日
額

の
５
倍

の
額

を
お
支
払

い
し
ま
す
。
た
だ
し
、
1
事
故
に
つ
き
1
回

の
手

術
に
か

ぎ
り
ま
す
。

日日
本本

国国
内内

・・
国国

外外
をを

問問
わわ

ずず
、、

急急
激激

かか
つつ

偶偶
然然

なな
外外

来来
のの

事事
故故

（（
以以

下下
「「

事事
故故

」」
とと

いい
いい

まま
すす

。。
））

にに
よよ

りり
ケケ

ガガ
をを

ささ
れれ

たた
場場

合合
等等

にに

下下
記記

のの
保保

険険
金金

をを
おお

支支
払払

いい
しし

まま
すす

。。

（
注

）
保

険
金

の
お
支

払
方

法
等

重
要

な
事

項
は

、
「
こ
の

保
険

の
あ
ら
ま
し
」
以

降
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
必
ず
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

事
故

の
発

生
の

日
か

ら
そ

の
日

を
含

め
て

１
８

０
日

以
内

に
死

亡
さ

れ
た

り
後

遺
障

害
が

生
じ

た
場

合
に

お
支

払
い

し
ま

す
（

死
亡

の
場

合
は

死
亡

・
後

遺
障

害
保

険
金

額
の

全
額

、
後

遺
障

害
の

場
合

は
そ

の
程

度
に

応
じ

て
死

亡
・

後
遺

障
害

保
険

金
額

の
４

％
～

１
０

０
％

を
お

支
払

い
し

ま
す

。
）

。
手手

術術
保保

険険
金金

事
故

に
よ

る
ケ

ガ
の

た
め

、
公

的
医

療
保

険
制

度
の

給
付

対
象

で
あ

る
手

術
を

受
け

た
場

合
、

入
院

中
に

受
け

た
手

術
は

入
院

保
険

金
日

額
の

１
０

倍
、

外
来

で
受

け
た

手
術

は
入

院
保

険
金

日
額

の
５

倍
の

額
を

お
支

払
い

し
ま

す
。

た
だ

し
、

1
事

故
に

つ
き

1
回

の
手

術
に

か
ぎ

り
ま

す
。

事
故

の
発

生
の

日
か

ら
そ

の
日

を
含

め
て

１
,０

０
０

日
以

内
に

通
院

し
医

師
の

治
療

を
受

け
た

場
合

、
通

院
１

日
に

つ
き

通
院

保
険

金
日

額
を

お
支

払
い

し
ま

す
。

（
９

０
日

限
度

）
た

だ
し

、
入

院
保

険
金

を
お

支
払

い
す

る
べ

き
期

間
中

の
通

院
に

対
し

て
は

、
通

院
保

険
金

を
お

支
払

い
し

ま
せ

ん
。

事
故

に
よ

り
入

院
さ

れ
た

場
合

、
入

院
1
日

に
つ

き
入

院
保

険
金

日
額

を
お

支
払

い
し

ま
す

。
（

1
,0

0
0
日

限
度

）

基基
本本

補補
償償

部部
分分

（
死

亡
保

険
金

・
後

遺
障

害
保

険
金

）
万万

がが
一一

のの
場場

合合
入

院
１

日
目

か
ら

補
償

入入
院院

補補
償償

（（
入入

院院
保保

険険
金金

））

通
院

１
日

目
か

ら
補

償
通通

院院
補補

償償
（（

通通
院院

保保
険険

金金
））

ご
加

入
コ

ー
ス

は
、

保
険

金
額

に
応

じ
１

型
～

７
型

の
コ

ー
ス

を
ご

用
意

し
て

い
ま

す
。

掛
金

は
保

険
の

対
象

と
な

る
方

の
職

種
に

よ
り

ＡＡ
：：

板板
金金

作作
業業

にに
従従

事事
しし

てて
いい

るる
方方

（（
高高

所所
作作

業業
のの

有有
無無

をを
問問

いい
まま

せせ
んん

。。
））

ＢＢ
：：

板板
金金

作作
業業

にに
従従

事事
しし

てて
いい

なな
いい

方方
の

２
つ

の
コ

ー
ス

を
設

定
し

て
い

ま
す

の
で

、
み

な
さ

ま
の

日
常

業
務

や
日

常
生

活
に

応
じ

た
加

入
コ

ー
ス

を
ご

選
択

い
た

だ
け

ま
す

よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

※
Ａ

、
Ｂ

の
職

種
の

コ
ー

ス
は

、
次

ペ
ー

ジ
の

「
掛

金
と

保
険

金
額

」
の

欄
外

に
記

載
の

職
種

級
別

に
よ

り
ま

す
。

ごご
加加

入入
ココ
ーー
スス

申
込

み
用

紙
に

掛
金

を
添

え
て

お
申

込
み

く
だ

さ
い

。
締

切
日

２
０

２
２

年
１

１
月

２
４

日
（

木
）

（
中

途
加

入
の

場
合

は
本

部
事

務
局

へ
掛

金
が

払
込

ま
れ

た
日

の
翌

月
１

日
か

ら
保

険
責

任
開

始
と

な
り

ま
す

。
）

※
す

で
に

ご
加

入
い

た
だ

い
て

い
る

方
は

、
特

に
変

更
の

お
申

し
出

が
な

い
か

ぎ
り

今
ま

で
と

同
じ

型
で

継
続

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
の

で
ご

了
承

く
だ

さ
い

。

加加
入入

申申
込込

方方
法法

③③

東東
板板

傷傷
害害

補補
償償

制制
度度

のの
おお
すす
すす
めめ

東東
京京

都都
板板

金金
工工

業業
組組

合合

理理
事事

長長
堀堀

江江
岳岳

東東
板板

傷傷
害害

補補
償償

制制
度度

（（
旧旧

称称
：：
東東

板板
傷傷

害害
共共

済済
））
はは

２２
００
余余

年年
前前

にに
、、
多多

くく
のの

方方
々々

のの
要要

望望
にに
応応

ええ
てて
創創

設設
ささ
れれ

、、
先先

輩輩
たた
ちち
かか

らら
現現

在在
へへ

とと
引引

きき
継継

がが
れれ

てて
きき
まま
しし
たた
。。
ここ
のの

間間
、、
制制

度度
のの

手手
直直

しし
やや

掛掛
金金

のの
改改

定定
なな
どど
もも
ああ
りり
まま
しし
たた
がが

、、
損損

害害
保保

険険
ジジ
ャャ
パパ

ンン
株株

式式
会会

社社
にに
運運

営営
をを
委委

託託
しし
、、
毎毎

年年
多多

くく
のの

方方
々々

のの
おお

役役
にに
立立

っっ
てて
きき
まま
しし
たた
。。
本本

制制
度度

のの
補補

償償
範範

囲囲
はは

日日
常常

生生
活活

のの
ほほ

とと
んん
どど
でで
２２
４４
時時

間間
をを
ガガ
ーー
ドド
しし
てて
いい
まま
すす
。。
社社

会会
人人

のの
場場

合合
はは

仕仕
事事

中中
はは

もも
ちち
ろろ
んん
、、
出出

退退
勤勤

途途
上上

、、
家家

事事
従従

事事
中中

、、
旅旅

行行
中中

なな
どど
にに
遭遭

遇遇
しし
たた
ケケ
ガガ
等等

でで
、、
医医

師師
にに

よよ
るる
治治

療療
をを
受受

けけ
たた
場場

合合
をを
対対

象象
にに
しし
てて
いい
まま
すす
。。
学学

生生
・・
児児

童童
のの

場場
合合

もも
通通

学学
途途

上上
、、
学学

校校
内内

、、
余余

暇暇
活活

動動
なな
どど
１１

日日
のの

ほほ
とと
んん
どど
のの

行行
動動

をを
補補

償償
しし
てて
いい
まま
すす
。。
是是

非非
、、
ここ
のの

機機
会会

にに
本本

制制
度度

のの
ごご
活活

用用
をを
ごご
検検

討討
くく
だだ
ささ
いい
。。
まま
たた
すす

でで
にに
加加

入入
ささ
れれ

てて
いい
るる
方方

々々
にに
はは

、、
ここ
のの

機機
会会

にに
加加

入入
ココ
ーー
スス
のの

見見
直直

しし
等等

をを
おお
勧勧

めめ
すす
るる
次次

第第
でで
すす
。。

本本
制制

度度
のの

主主
なな
特特

色色

１１
．．

団団
体体

割割
引引

11
00
％％

適適
用用

でで
保保

険険
料料

がが
割割

安安
！！

事事
故故

にに
際際

しし
てて

のの
手手

続続
きき

もも
組組

合合
がが

おお
手手

伝伝
いい

しし
まま

すす
。。

２２
．．

事事
業業

主主
、、

従従
業業

員員
、、

そそ
れれ

らら
のの

方方
々々

のの
ごご

家家
族族

もも
被被

保保
険険

者者
とと

しし
てて

ごご
加加

入入
いい

たた
だだ

けけ
まま

すす
。。

３３
．．

国国
内内

、、
海海

外外
をを

問問
わわ

ずず
、、

２２
４４

時時
間間

、、
急急

激激
かか

つつ
偶偶

然然
なな

外外
来来

のの
事事

故故
にに

よよ
るる

死死
亡亡

やや
ケケ

ガガ
をを

補補
償償

しし
まま

すす
。。

４４
．．

入入
院院

・・
通通

院院
にに

対対
しし

てて
、、

１１
日日

目目
かか

らら
保保

険険
金金

のの
おお

支支
払払

対対
象象

とと
なな

りり
まま

すす
。。

（（
入入

院院
保保

険険
金金

はは
事事

故故
のの

発発
生生

のの
日日

かか
らら

そそ
のの

日日
をを

含含
めめ

てて
１１

００
００

００
日日

以以
内内

のの
入入

院院
にに

対対
しし

、、
入入

院院
１１

日日
にに

つつ
きき

入入
院院

保保
険険

金金
日日

額額
をを

おお
支支

払払
いい

しし
まま

すす
。。

通通
院院

保保
険険

金金
はは

事事
故故

のの
発発

生生
のの

日日
かか

らら
そそ

のの
日日

をを
含含

めめ
てて

１１
００

００
００

日日
以以

内内
にに

通通
院院

しし
医医

師師
のの

治治
療療

をを
受受

けけ
たた

場場
合合

、、
通通

院院
１１

日日
にに

つつ
きき

通通
院院

保保
険険

金金
日日

額額
をを

おお
支支

払払
いい

しし
まま

すす
（（

９９
００

日日
限限

度度
））

。。
たた

だだ
しし

、、
入入

院院
保保

険険
金金

をを
おお

支支
払払

いい
すす

るる
べべ

きき
期期

間間
中中

のの
通通

院院
にに

対対
しし

てて
はは

、、
通通

院院
保保

険険
金金

をを
おお

支支
払払

いい
しし

まま
せせ

んん
。。

））

５５
．．

事事
業業

所所
がが

従従
業業

員員
のの

たた
めめ

にに
保保

険険
料料

をを
負負

担担
しし

たた
場場

合合
はは

経経
費費

とと
しし

てて
処処

理理
でで

きき
まま

すす
。。

健健
康康

保保
険険

、、
政政

府府
労労

災災
保保

険険
、、

生生
命命

保保
険険

おお
よよ

びび
第第

三三
者者

かか
らら

のの
賠賠

償償
金金

なな
どど

とと
はは

関関
係係

なな
くく

ケケ
ガガ

等等
のの

程程
度度

にに
よよ

りり
支支

払払
わわ

れれ
まま

すす
。。

ああ
んん

まま
・・

ママ
ッッ

ササ
ーー

ジジ
等等

はは
対対

象象
とと

なな
りり

まま
せせ

んん
。。

（（
今今

後後
法法

改改
正正

にに
よよ
りり
変変

更更
にに
なな
るる
可可

能能
性性

がが
ああ
りり
まま
すす
。。
なな
おお
、、
実実

際際
のの

税税
務務

処処
理理

にに
つつ
いい
てて
はは

税税
理理

士士
にに
ごご
相相

談談
くく
だだ
ささ
いい
。。
））

厚厚
生生

保保
険険

部部
会会

長長
木木

本本
正正

弘弘

②②

東
板
傷

害
補
償
制
度
の

ご
案
内

傷傷
害害

総総
合合

保保
険険

２
０

２
２

年
１

２
月

版

仕仕
事事

中中
・・
家家

事事
・・
学学

校校
なな
らら
びび
にに
旅旅

行行
中中

なな
どど
のの
ケケ
ガガ
にに
よよ
るる
通通

院院
治治

療療
おお
よよ
びび

入入
院院

治治
療療

をを
はは
じじ
めめ
、、
死死

亡亡
・・
後後

遺遺
障障

害害
なな
どど
にに
対対

しし
、、
保保

険険
金金

をを
おお
支支

払払
いい
しし
まま
すす
。。

保保
険険

契契
約約

者者
東東

京京
都都

板板
金金

工工
業業

組組
合合

加加
入入

対対
象象

者者

保保
険険

期期
間間

申申
込込

締締
切切

日日

加加
入入

申申
込込

書書
提提

出出
先先

おお
支支

払払
方方

法法

東東
京京

都都
板板

金金
工工

業業
組組

合合
のの

組組
合合

員員

２２
００

２２
２２

年年
１１

２２
月月

１１
日日

午午
後後

４４
時時

かか
らら

２２
００

２２
３３

年年
１１

２２
月月

１１
日日

午午
後後

４４
時時

まま
でで

１１
年年

間間

２２
００

２２
２２

年年
１１

１１
月月

２２
４４

日日
（（

木木
））

同同
封封

のの
加加

入入
申申

込込
書書

にに
ごご

記記
入入

のの
うう

ええ
、、

組組
合合

事事
務務

局局
まま

でで

ごご
提提

出出
くく

だだ
ささ

いい
。。

組組
合合

事事
務務

局局
まま

でで
おお

支支
払払

いい
くく

だだ
ささ

いい
。。

（（
１１

２２
回回

払払
））

一一
般般

でで
加加

入入
すす

るる
よよ

りり
おお

得得
なな

団団
体体

割割
引引

11
00

%
11
00

%

事事
業業

主主
・・
従従

業業
員員

・・
ごご
家家

族族
のの

みみ
なな
ささ
まま
がが

ごご
加加

入入
いい
たた
だだ
けけ
まま
すす
！！

東東
京京

都都
板板

金金
工工

業業
組組

合合
のの

組組
合合

員員
のの

皆皆
ささ
まま
へへ

【
2
0
2
2
年

1
0
月
1
日
以
降
に
保
険
期
間
が
開
始
す
る
ご
契
約
に
関
す
る
ご
案
内
】

補
償

内
容

等
の

改
定

を
行
っ

て
い

ま
す
。

更
新

に
際
し

、
改

定
後
の

内
容

に
て
ご

案
内

し
ま
す

の
で

、
必
ず

本
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
な

ら
び

に
別

紙
「
改

定
の

ご
案
内

」
を

ご
確
認

く
だ

さ
い
。

今今
年年

度度
よよ

りり
全全

ココ
ーー

スス
・・

型型
にに

熱熱
中中

症症
危危

険険
補補

償償
特特

約約
がが

付付
帯帯

ささ
れれ

まま
しし

たた
！！

２
．
ご
加
入
い
た
だ
く
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

以
下

の
項

目
は

、
保

険
料

を
正

し
く
算

出
し
た
り
、
保

険
金

を
適

切
に
お
支

払
い
し
た
り
す
る
際

に
必

要
な
項

目
で
す
。

内
容

を
よ
く
ご
確

認
く
だ
さ
い
（
告

知
事

項
に
つ
い
て
、
正

し
く
告

知
さ
れ

て
い
る
か

を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
）
。

（
SJ
22
-0
69
18

20
22
/0
8/
31

）

□
被

保
険

者
の

「
生

年
月

日
」
（
ま
た
は

「
満

年
齢

」
）
、

「
性

別
」
は

正
し
い
で
す
か

。

□
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
載

の
「
他
の

保
険

契
約

等
」
に
つ
い
て
、
正
し
く
告
知

さ
れ

て
い
る
か

を
ご
確
認

い
た
だ
き
ま
し
た
か

。

□
職
種
級
別
は
ご
加
入
い
た
だ
く
ご
契
約
に
お
い
て
保
険

料
を
正
し
く
算
出
し
た
り
、
保

険
金

を
適

切
に
お
支

払
い
し
た
り
す
る
際
に
必
要

な
項
目

で
す
。
被
保

険
者

ご
本

人
の

「
職

種
級

別
」
は

正
し
い
で
す
か

。

□
特

に
「
注

意
喚

起
情

報
」
に
は

、
「
保

険
金

を
お
支

払
い
で
き
な
い
主

な
場

合
」
等

お
客

さ
ま
に
と
っ
て
不

利
益

と
な
る
情

報
や

、
「
告

知
義

務
・
通

知
義

務
」
が

記
載

さ
れ

て
い
ま
す
の

で
必

ず
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

３
．
お
客
さ
ま
に
と
っ
て
重
要
な
事
項
（
契
約
概
要
・
注
意
喚
起
情
報
の
記
載
事
項
）
を
ご
確
認
い
た
だ
き
ま
し
た
か
。

も
う
一
度

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

職
種
級
別

職
業

・
職

種

Ａ
級

Ｂ
級

※
１

オ
ー
ト
テ
ス
タ
ー
、
オ
ー
ト
バ

イ
競
争

選
手

、
自

転
車

競
争

選
手

、
自

動
車

競
争

選
手

、
猛

獣
取

扱
者

（
動

物
園
の

飼
育

係
を
含

み
ま
す
。
）
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競

争
選
手
の
方
等
は
上
表
の
分
類

と
保

険
料

が
異

な
り
ま
す
。

※
２

プ
ロ
ボ
ク
サ

ー
、
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
、
力

士
、
ロ
ー
ラ
ー
ゲ
ー
ム
選

手
（
レ
フ
リ
ー
を
含

み
ま
す
。
）
の

方
等

に
つ
い
て
は

お
引

き
受

け
で
き
ま
せ

ん
。

下
記
以
外

木
・
竹

・
草

・
つ
る
製

品
製

造
作

業
者

、
漁

業
作

業
者

、
建

設
作

業
者

（
高

所
作

業
の

有
無

を
問

い
ま
せ

ん
。
）
、
採

鉱
・
採

石
作

業
者

、
自

動
車

運
転

者
（
バ

ス
・
タ
ク
シ
ー
運

転
者

、
貨

物
自

動
車

運
転

者
等

を
含

む
す
べ

て
の

自
動

車
運

転
者

）
、
農

林
業

作
業

者

●
取
扱

代
理

店
株

式
会

社
ト
ピ

ー
エ

ー
ジ

ェ
ン
シ

ー
担

当
：
池

田
〒

1
41
-0
0
3
2

東
京

都
品

川
区

大
崎

１
－

２
－

２
ア

ー
ト

ヴ
ィ

レ
ッ

ジ
大

崎
セ

ン
ト

ラ
ル

タ
ワ

ー
６

Ｆ
（
受
付
時
間

：
平
日
の
午
前
９
時
か

ら
午

後
５
時

４
５
分
ま
で
）

T
E
L

０
３

－
５

４
３

６
－
０

２
１

２
：

F
A
X

０
３

－
５
４

３
６

－
０

２
１
５

●
引
受

保
険

会
社

損
害
保

険
ジ
ャ

パ
ン

株
式

会
社

企
業

営
業

第
四
部

第
二

課
担
当
：

石
川

、
大

下
〒

1
0
3
-
8
2
5
5

東
京

都
中

央
区

日
本

橋
２

－
２

－
１
０

（
受
付
時
間

：
平
日
の
午
前
９
時
か

ら
午
後

５
時
ま
で
）

T
E
L
 
 
０
３

－
３

２
３

１
－
４

１
１

１
：

F
A
X

０
３

－
３
２

３
１

－
９

８
９
１

●
指
定
紛
争
解
決
機
関

損
保
ジ
ャ
パ
ン
は

、
保
険

業
法
に
基
づ
く
金
融
庁

長
官

の
指

定
を
受

け
た
指

定
紛

争
解

決
機
関

で
あ
る
一
般
社

団
法
人

日
本

損
害

保
険

協
会
と
手
続

実
施

基
本
契

約
を

締
結
し
て
い
ま
す
。
損
保

ジ
ャ
パ
ン
と
の
間

で
問
題

を
解

決
で
き
な
い
場
合

は
、
一

般
社

団
法
人

日
本

損
害

保
険

協
会
に
解

決
の
申

し
立

て
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

一
般
社
団
法
人
日
本
損
害
保
険

協
会

そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー

〔
ﾅ
ﾋ
ﾞﾀ
ﾞｲ
ﾔ
ﾙ
〕

０
５
７
０
－

０
２
２
８
０
８
＜
通

話
料
有

料
＞

受
付
時
間
：
平
日
の
午
前
９
時

１
５
分

か
ら
午

後
５
時
ま
で

（
土
・
日
・
祝
日
・
年
末
年
始
は
休
業
）

詳
し
く
は

、
一

般
社

団
法

人
日

本
損

害
保

険
協

会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
（
h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.s
o
n
p
o
.o
r.
jp
/
）

●
事
故
が
起
こ
っ
た
場
合

は
、
た
だ
ち
に
損
保

ジ
ャ
パ
ン
、
取
扱

代
理

店
ま
た
は
下

記
事
故

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

【【
事事

故故
ササ

ポポ
ーー
トト
セセ
ンン
タタ
ーー
】】
００
１１
２２
００
－－

７７
２２
７７
－－

１１
１１
００

（（
受受

付付
時時

間間
：：
２２
４４
時時

間間
３３
６６
５５
日日

））

問
い
合
わ
せ
先

（
保
険
会
社
等
の
相
談
・
苦
情
・
連
絡
窓
口
）

【
ご
加

入
内

容
確

認
事

項
】

本
確
認
事
項
は
、
万
一
の
事

故
の

際
に
お
客
さ
ま
に
安
心

し
て
保

険
を
ご
利
用

い
た
だ
く
た
め
に
、
ご
加

入
い
た
だ
く
保
険

商
品

が
お
客
さ
ま
の
ご
意

向
に
沿

っ
て
い
る
こ
と
、
ご
加

入
い
た
だ
く
う
え
で
特
に
重
要

な
事
項

を
正

し
く
ご
記

入
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
等

を
お
客
さ
ま
ご
自

身
に
確
認

し
て
い
た
だ
く
た
め
の

も
の

で
す
。

お
手
数
で
す
が

、
以
下

の
事

項
に
つ
い
て
、
再
度
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ご
確
認
に
あ
た
り
ご
不
明

な
点

が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記

載
の
問

い
合
わ

せ
先
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

１
．
保
険
商
品
の
次
の
補
償
内
容
等
が
、
お
客
さ
ま
の
ご
意
向
に
沿
っ
て
い
る
か
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

□
補
償
の
内
容
（
保
険
金
の
種
類
）
、
セ
ッ
ト
さ
れ
る
特
約

□
保
険
金
額

□
保
険
期
間

□
保
険
料
、
保
険
料
払
込

方
法

□
満

期
返

れ
い
金

・
契

約
者

配
当

金
が

な
い
こ
と

●
取
扱
代
理
店
は
引
受
保
険
会

社
と
の
委
託

契
約
に
基
づ
き
､お

客
さ
ま
か

ら
の
告

知
の
受

領
、
保

険
契

約
の

締
結
・
管

理
業

務
等
の

代
理

業
務

を
行

っ
て
お
り
ま
す
｡

し
た
が
い
ま
し
て
､取

扱
代
理

店
と
ご
締

結
い
た
だ
い
て
有
効
に
成

立
し
た
ご
契
約
に
つ
き
ま
し
て
は
､引

受
保

険
会
社

と
直

接
契

約
さ
れ

た
も
の
に
な
り
ま
す
｡

●
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は

概
要

を
説

明
し
た
も
の

で
す
。
詳

細
に
つ
き
ま
し
て
は

、
ご
契
約

者
で
あ
る
団
体
の

代
表

者
の

方
に
お
渡

し
し
て
お
り
ま
す
約
款
等
に
記
載

し
て
い
ま
す
。

必
要

に
応

じ
て
、
団

体
ま
で
ご
請

求
い
た
だ
く
か

、
損

保
ジ
ャ
パ

ン
公

式
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
（
h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.s
o
m
p
o
-
ja
p
an
.c
o
.jp
/
）
で
ご
参

照
く
だ
さ
い
（
ご
契

約
内

容
が

異
な
っ
て

い
た
り
、
公

式
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
約

款
・
ご
契

約
の

し
お
り
を
掲

載
し
て
い
な
い
商

品
も
あ
り
ま
す
。
）
。

ご
不

明
点

等
が

あ
る
場

合
に
は

、
取

扱
代

理
店

ま
た
は

損
保

ジ
ャ
パ

ン
ま
で
お
問

い
合

わ
せ

く
だ
さ
い
。

●
加

入
者

証
は

大
切

に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
２
か

月
を
経

過
し
て
も
加

入
者

証
が

届
か

な
い
場

合
は

、
損

保
ジ
ャ
パ

ン
ま
で
ご
照

会
く
だ
さ
い
。

ごご
加加

入入
にに
際際

しし
てて
、、
特特

にに
ごご
注注

意意
いい
たた
だだ
きき
たた
いい
ここ
とと
（（
注注
意意

喚喚
起起

情情
報報

のの
ごご
説説

明明
））

（（
続続

きき
））

４
．
責
任
開
始
期

保
険
責
任
は
保
険
期
間
初
日
の

午
後

４
時
に
始
ま
り
ま
す
。

＊
中
途
加
入
の
場
合
は
、
毎
月
末

日
ま
で
の

受
付

分
は

受
付

日
の
翌

月
１
日
に
保
険

責
任
が

始
ま
り
ま
す
。

５
．
事
故
が
お
き
た
場
合
の

取
扱

い
●

事
故

が
発

生
し
た
場

合
は

、
た
だ
ち
に
損

保
ジ
ャ
パ

ン
ま
た
は

取
扱

代
理

店
ま
で
ご
通

知
く
だ
さ
い
。
事

故
の

発
生

の
日

か
ら
そ
の

日
を
含

め
て
３
０
日

以
内

に
ご
通

知
が

な
い

場
合
は
、
保
険
金
の
全
額
ま
た
は
一

部
を
お
支
払

い
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
保
険
金
の
ご
請
求
に
あ
た
っ
て
は

、
以

下
に
掲

げ
る
書

類
の
う
ち
、
損

保
ジ
ャ
パ
ン
が

求
め
る
も
の

を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

（
※

）
保

険
金

は
、
原

則
と
し
て
被

保
険

者
か

ら
相

手
の

方
へ

賠
償

金
を
支

払
っ
た
後

に
お
支

払
い
し
ま
す
。

（
注

１
）
事

故
の

内
容

ま
た
は

ケ
ガ
の

程
度

お
よ
び
損

害
の

額
等

に
応

じ
、
上

記
以

外
の

書
類

も
し
く
は

証
拠

の
提

出
ま
た
は

調
査

等
に
ご
協

力
い
た
だ
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

（
注

２
）
被

保
険

者
に
保

険
金

を
請

求
で
き
な
い
事

情
が

あ
る
場

合
は

、
ご
親

族
の

う
ち
損

保
ジ
ャ
パ

ン
所

定
の

条
件

を
満

た
す
方

が
、
代

理
人

と
し
て
保

険
金

を
請
求

で
き
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
上

記
の

書
類

を
ご
提

出
い
た
だ
く
等

、
所

定
の

手
続

き
が

完
了

し
た
日

か
ら
そ
の

日
を
含

め
て
3
0
日

以
内

に
、
損

保
ジ
ャ
パ

ン
が

保
険

金
を
お
支

払
い
す
る
た
め
に
必

要
な

事
項

の
確

認
を
終

え
、
保

険
金

を
お
支

払
い
し
ま
す
。
た
だ
し
、
特

別
な
照

会
ま
た
は

調
査

等
が

不
可

欠
な
場

合
は

、
損

保
ジ
ャ
パ

ン
は

確
認

が
必

要
な
事

項
お
よ
び
そ
の

確
認

を
終

え
る
べ

き
時

期
を
通

知
し
、
お
支

払
い
ま
で
の

期
間

を
延

長
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
詳

し
い
内

容
に
つ
き
ま
し
て
は

、
損

保
ジ
ャ
パ

ン
ま
で
お
問

い
合

わ
せ

く
だ
さ
い
。

●
ケ
ガ
を
さ
れ

た
場

合
等

は
、
こ
の

保
険

以
外

の
保

険
で
お
支

払
い
の

対
象

と
な
る
可

能
性

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ご
家

族
の

方
が

加
入

し
て
い
る
保

険
が

お
支

払
対

象
と
な
る

場
合

も
あ
り
ま
す
。
損

保
ジ
ャ
パ

ン
・
他

社
を
問

わ
ず
、
ご
加

入
の

保
険

証
券

等
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

必
要
と
な
る
書
類

事
故
日
時
・
事
故
原
因
お
よ
び
事

故
状
況

等
が

確
認

で
き
る
書
類

傷
害
の
程
度
、
保
険
の
対
象

の
価

額
、
損

害
の

額
、
損

害
の
程

度
お
よ

び
損
害
の
範
囲
、
復
旧

の
程

度
等
が

確
認

で
き
る
書
類

必
要
書
類
の
例

①
被

保
険

者
の

身
体

の
傷

害
ま
た
は

疾
病

に
関

す
る
事

故
、
他

人
の

身
体

の
障

害
に
関

す
る
賠

償
事
故
の
場
合

死
亡

診
断

書
（
写

）
、
死

体
検

案
書

（
写

）
、
診

断
書

、
診

療
報

酬
明

細
書

、
入

院
通

院
申

告
書

、
治

療
費

領
収

書
、
診

察
券

（
写

）
、
運

転
免

許
証

（
写

）
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
（
写

）
、
所

得
を
証

明
す
る
書

類
、
休
業
損
害
証
明
書

、
源

泉
徴
収

票
、
災

害
補

償
規

定
、
補
償

金
受

領
書

な
ど

②
携
行
品
等
に
関
す
る
事
故

、
他

人
の

財
物
の

損
壊
に
関

す
る
賠

償
事

故
の

場
合

修
理

見
積

書
、
写

真
、
領

収
書

、
図

面
（
写

）
、
被

害
品

明
細

書
、
賃

貸
借

契
約

書
（
写

）
、
売

上
高

等
営
業
状
況
を
示
す
帳
簿
（
写
）

な
ど

③
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
ま
た
は
ア
ル
バ

ト
ロ
ス
を
達
成
し
た
場

合
ホ
ー
ル

イ
ン
ワ
ン
・
ア
ル

バ
ト
ロ
ス
証

明
書

、
ア
テ
ス
ト
済

ス
コ
ア
カ
ー
ド
（
写

）
、
贈

呈
用

記
念

品
購

入
費
用
領
収
書
、
祝
賀
会
費

用
領

収
書

な
ど

保
険
金
請
求
書
お
よ
び
保
険
金

請
求

権
者

が
確

認
で
き
る
書
類

② ③

被
保
険
者
が
損
害
賠
償
責
任
を
負
担

す
る
こ
と
が

確
認

で
き
る
書
類

損
保
ジ
ャ
パ
ン
が
支
払
う
べ

き
保
険

金
の

額
を
算
出

す
る
た
め
の
書

類

保
険
の
対
象
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
書

類

公
の
機
関
や
関
係
先
等
へ
の
調

査
の

た
め
に
必
要

な
書
類

売
買

契
約

書
（
写

）
、
保

証
書

な
ど

同
意
書

な
ど

示
談

書
（
※

）
、
判

決
書

（
写

）
、
調

停
調

書
（
写

）
、
和

解
調

書
（
写

）
、
相

手
の

方
か

ら
の

領
収

書
、

承
諾
書

な
ど

他
の
保
険
契
約
等
の
保
険
金
支

払
内

容
を
記
載
し
た
支

払
内

訳
書

な
ど

⑥ ⑦④ ⑤①
保
険
金
請
求
書
、
印
鑑
証
明

書
、
戸

籍
謄

本
、
委

任
状

、
代
理
請

求
申

請
書

、
住
民

票
な
ど

傷
害
状
況
報
告
書
、
就
業
不

能
状

況
報

告
書

、
事
故

証
明
書

、
メ
ー
カ
ー
や
修

理
業

者
等
か

ら
の
原
因
調
査
報
告
書

な
ど

６
．
保
険
金
を
お
支

払
い
で
き
な
い
主

な
場

合
本

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の

補
償
の

内
容

【
保

険
金

を
お
支

払
い
す
る
主

な
場

合
と
お
支

払
い
で
き
な
い
主

な
場

合
】
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

７
．
中
途
脱
退
と
中
途

脱
退

時
の
返

れ
い
金

等
こ
の
保
険
か
ら
脱
退
（
解
約
）
さ
れ
る
場

合
は

、
ご
加
入

の
窓

口
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
脱
退
（
解
約
）
に
際
し
て
は

、
既

経
過

期
間
（
保

険
期
間

の
初

日
か

ら
す
で
に
過

ぎ
た
期

間
）

に
相

当
す
る
月

割
保

険
料

を
ご
精

算
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
脱

退
（
解

約
）
に
際

し
て
、
返

れ
い
金

の
お
支

払
い
は

あ
り
ま
せ

ん
。

（
注

）
ご
加

入
後

、
被

保
険

者
が

死
亡

さ
れ

た
場

合
は

、
そ
の

事
実

が
発

生
し
た
時

に
そ
の

被
保

険
者

に
係

る
部

分
に
つ
い
て
ご
契

約
は

効
力

を
失

い
ま
す
。

ま
た
、
死

亡
保

険
金

を
お
支

払
い
す
る
べ

き
ケ
ガ
に
よ
っ
て
被

保
険

者
が

死
亡

さ
れ

た
場

合
に
お
い
て
、
一

時
払

で
ご
契

約
の

と
き
は

、
そ
の

保
険

金
が

支
払

わ
れ

る
べ

き
被
保
険
者
の
保
険
料
を
返
還
し
ま
せ

ん
。
ま
た
、
分
割

払
で
ご
契

約
の
と
き
は

、
死
亡

保
険
金

を
お
支

払
い
す
る
前
に
、
そ
の

保
険
金

が
支

払
わ

れ
る
べ
き
被

保
険

者
の

未
払

込
分

割
保

険
料

の
全

額
を
一

時
に
お
支

払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

詳
し
い
内

容
に
つ
き
ま
し
て
は

、
取

扱
代

理
店

ま
た
は

損
保

ジ
ャ
パ

ン
ま
で
お
問

い
合

わ
せ

く
だ
さ
い
。

８
．
保
険
会
社
破
綻
時

の
取

扱
い

引
受
保
険
会
社
が
経
営
破
綻
し
た
場

合
ま
た
は
引
受

保
険

会
社

の
業

務
も
し
く
は

財
産

の
状
況
に
照

ら
し
て
事

業
の

継
続

が
困
難

と
な
り
、
法

令
に
定

め
る
手

続
き
に
基
づ
き

ご
契
約
条
件
の
変
更
が
行
わ
れ
た
場

合
は

、
ご
契
約

時
に
お
約

束
し
た
保
険

金
・
解

約
返
れ

い
金
等

の
お
支
払

い
が
一
定

期
間

凍
結
さ
れ
た
り
、
金
額

が
削

減
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

こ
の
保
険
は
損
害
保
険
契
約

者
保

護
機

構
の

補
償
対

象
と
な
り
ま
す
の

で
、
引
受
保

険
会

社
が

経
営

破
綻
し
た
場

合
は

、
以

下
の

と
お
り
補
償

さ
れ
ま
す
。

（
１
）
保
険
期
間
が
１
年
以

内
の

場
合

は
、
保
険

金
・
解

約
返
れ

い
金
等

の
８
割
ま
で
（
た
だ
し
、
破
綻

時
か

ら
３
か
月
ま
で
に
発

生
し
た
事
故
に
よ
る
保
険
金

は
全

額
）
が

補
償
さ
れ
ま
す
。

（
２
）
保

険
期

間
が

１
年

を
超

え
る
場

合
は

、
保

険
金

・
解

約
返

れ
い
金

等
の

９
割

（
注

）
ま
で
が

補
償

さ
れ

ま
す
。

（
注

）
保

険
期

間
が

５
年

を
超

え
、
主

務
大

臣
が

定
め
る
率

よ
り
高

い
予

定
利

率
が

適
用

さ
れ

て
い
る
ご
契

約
に
つ
い
て
は

、
追

加
で
引

き
下

げ
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

９
．
個

人
情

報
の

取
扱

い
に
つ
い
て

○
保

険
契

約
者

（
団

体
）
は

、
本

契
約

に
関

す
る
個

人
情

報
を
、
損

保
ジ
ャ
パ

ン
に
提

供
し
ま
す
。

○
損

保
ジ
ャ
パ

ン
は

、
本

契
約

に
関

す
る
個

人
情

報
を
、
本

契
約

の
履

行
、
損

害
保

険
等

損
保

ジ
ャ
パ
ン
の

取
り
扱

う
商

品
・
各

種
サ

ー
ビ
ス
の

案
内

・
提

供
、
等

を
行

う
た
め
に

取
得

・
利

用
し
、
そ
の

他
業

務
上

必
要

と
す
る
範

囲
で
、
業

務
委

託
先

、
再

保
険

会
社

、
等

（
外

国
に
あ
る
事

業
者

を
含

み
ま
す
。
）
に
提

供
等

を
行

う
場

合
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
契

約
の

安
定

的
な
運

用
を
図

る
た
め
に
、
加

入
者

お
よ
び
被

保
険

者
の

保
険

金
請

求
情

報
等

を
契

約
者

に
対

し
て
提

供
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

な
お
、
保

健
医

療
等

の
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情

報
（
要

配
慮

個
人

情
報

を
含

み
ま
す
。
）
の

利
用

目
的

は
、
法

令
等

に
従

い
、
業

務
の

適
切

な
運

営
の

確
保

そ
の

他
必

要
と
認

め
ら
れ

る
範

囲
に
限

定
し
ま
す
。
個

人
情

報
の

取
扱

い
に
関

す
る
詳

細
（
国

外
在

住
者

の
個

人
情

報
を
含

み
ま
す
。
）
に
つ
い
て
は

損
保

ジ
ャ
パ

ン
公

式
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト

（
h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.s
o
m
p
o
-
ja
p
an
.c
o
.jp

/ ）
を
ご
覧

く
だ
さ
る
か

、
取

扱
代

理
店

ま
た
は

損
保

ジ
ャ
パ

ン
ま
で
お
問

い
合

わ
せ

願
い
ま
す
。

申
込
人
（
加
入
者
）
お
よ
び
被
保

険
者

は
、
こ
れ

ら
の

個
人

情
報

の
取
扱

い
に
同

意
の
う
え
ご
加

入
く
だ
さ
い
。

⑦⑦

傷 害 （ 国 内 外 補 償 ）

＜
前

ペ
ー
ジ
よ
り
続

き
ま
す
。
＞

（
※

１
）

「
テ
ロ
行

為
」
と
は

、
政

治
的

・
社

会
的

も
し
く

は
宗

教
・
思

想
的

な
主

義
・
主

張
を
有

す
る
団

体
・
個

人
ま
た
は

こ
れ

と
連
帯

す
る
も
の

が
そ

の
主

義
・
主

張
に
関

し
て
行

う
暴
力
的
行

為
を

い
い
ま
す
。
以

下
同

様
と
し
ま
す
。

（
※

２
）

「
医

学
的

他
覚

所
見

」
と
は

、
理

学
的

検
査

、
神

経
学

的
検

査
、
臨

床
検

査
、
画

像
検
査

等
に
よ
り
認

め
ら
れ

る
異

常
所

見
を
い
い
ま
す
。

以
下

同
様

と
し
ま
す
。

保
険

金
を
お
支

払
い
で
き
な
い
主

な
場
合

保
険

金
の

種
類

保
険

金
を
お
支

払
い
す
る
主

な
場

合

補
償

の
内

容
【

保
険

金
を
お
支

払
い
す
る
主

な
場

合
と
お
支

払
い
で
き
な
い
主

な
場

合
】

（
続

き
）

通
院

保
険

金
（
7
型

を
除

く
）

事
故

に
よ
り
ケ
ガ
を
さ
れ

、
通

院
さ
れ

た
場

合
、
事

故
の

発
生

の
日

か
ら
そ
の

日
を
含

め
て
1
,0
0
0
日

以
内

の
通

院
日

数
に
対

し
、
9
0
日

を
限

度
と
し
て
、
１
日

に
つ
き
通

院
保

険
金

日
額

を
お
支

払
い
し
ま
す
。

た
だ
し
、
入

院
保

険
金

を
お
支

払
い
す
る
べ

き
期

間
中

の
通

院
に
対

し
て
は

、
通

院
保

険
金

を
お
支

払
い
し
ま
せ

ん
。

（
注

１
）
通

院
さ
れ

な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
骨

折
、
脱

臼
、
靭

帯
損

傷
等

の
ケ
ガ
を
さ
れ

た
部

位
（
脊

柱
、

肋
骨

、
胸

骨
、
長

管
骨

等
）
を
固

定
す
る
た
め
に
医

師
の

指
示

に
よ
り
ギ
プ
ス
等

（
※

）
を
常

時
装

着
し
た
と
き
は

そ
の

日
数

に
つ
い
て
通

院
し
た
も
の

と
み

な
し
ま
す
。

（
※

）
ギ
プ
ス
、
ギ
プ
ス
シ
ー
ネ
、
ギ
プ
ス
シ
ャ
ー
レ
、
シ
ー
ネ
そ
の

他
こ
れ

ら
と
同

程
度

に
固

定
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の

を
い
い
、
胸

部
固

定
帯

、
胸

骨
固

定
帯

、
肋

骨
固

定
帯

、
軟

性
コ
ル

セ
ッ
ト
、
サ

ポ
ー
タ
ー
等

は
含

み
ま
せ

ん
。

（
注

２
）
通

院
保

険
金

の
支

払
い
を
受

け
ら
れ
る
期

間
中

に
新

た
に
他

の
ケ
ガ
を
さ
れ

た
場

合
で
あ
っ
て

も
、
重

複
し
て
通

院
保

険
金

を
お
支

払
い
し
ま
せ

ん
。

通
院

保
険

金
の

額
＝

通
院

保
険

金
日

額
×

通
院

日
数

（
事

故
の

発
生

の
日

か
ら
1
,0
0
0
日

以
内

の
9
0
日

限
度

）

用
語

の
ご
説

明

用
語

用
語

の
定

義

【
先

進
医

療
】

病
院

等
に
お
い
て
行

わ
れ

る
医

療
行

為
の

う
ち
、
一

定
の

施
設

基
準

を
満

た
し
た
病

院
等

が
厚

生
労

働
省

へ
の

届
出

に
よ
り
行

う
高

度
な
医

療
技

術
を
い
い
ま
す
。
対

象
と
な
る
先

進
医

療
の

種
類

に
つ
い
て
は

、
保

険
期

間
中

に
変

更
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は

厚
生

労
働

省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
（
h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.m
h
lw
.g
o
.jp
/
to
p
ic
s/
b
u
ky
o
ku
/
is
e
i/
se
n
si
n
ir
yo
/
ki
ka
n
.h
tm

l）

【
通

院
】

病
院

も
し
く
は

診
療

所
に
通

い
、
ま
た
は

往
診

に
よ
り
、
治

療
を
受

け
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
治

療
を
伴

わ
な
い
、
薬

剤
、
診

断
書

、
医

療
器

具
等

の
受

領
等

の
た
め
の

も
の

は
含

み
ま
せ

ん
。

【
入

院
】

自
宅

等
で
の

治
療

が
困

難
な
た
め
、
病

院
ま
た
は

診
療

所
に
入

り
、
常

に
医

師
の

管
理

下
に
お
い
て
治

療
に
専

念
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

【
治

療
】

医
師

が
必

要
で
あ
る
と
認

め
、
医

師
が

行
う
治

療
を
い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
被

保
険

者
が

医
師

で
あ
る
場

合
は

、
被

保
険

者
以

外
の

医
師

に
よ
る

治
療
を
い
い
ま
す
。

ごご
加加

入入
にに
際際

しし
てて
、、
特特

にに
ごご
注注

意意
いい
たた
だだ
きき
たた
いい
ここ
とと
（（
注注
意意

喚喚
起起

情情
報報

のの
ごご
説説

明明
））

１
．
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ

こ
の

保
険

は
団

体
契

約
で
あ
り
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
の

対
象

と
は

な
り
ま
せ

ん
。

２
．
ご
加

入
時

に
お
け
る
注

意
事

項
（
告

知
義

務
等

）
●

ご
加

入
の

際
は

、
加

入
依

頼
書

等
の

記
載

内
容

に
間

違
い
が

な
い
か

十
分

ご
確

認
く
だ
さ
い
。

●
加

入
依

頼
書

等
に
ご
記

入
い
た
だ
く
内

容
は

、
損

保
ジ
ャ
パ

ン
が

公
平

な
引

受
判

断
を
行

う
う
え
で
重

要
な
事

項
と
な
り
ま
す
。

●
ご
契

約
者

ま
た
は

被
保

険
者

に
は

、
告

知
事

項
（
※

）
に
つ
い
て
、
事

実
を
正

確
に
ご
回

答
い
た
だ
く
義

務
（
告

知
義

務
）
が

あ
り
ま
す
。

（
※

）
「
告

知
事

項
」
と
は

、
危

険
に
関

す
る
重

要
な
事

項
の

う
ち
、
加

入
依

頼
書

等
の

記
載

事
項

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
損

保
ジ
ャ
パ

ン
が

告
知

を
求

め
た
も
の

を
い
い
、

他
の

保
険

契
約

等
に
関

す
る
事

項
を
含

み
ま
す
。

＜
告

知
事

項
＞

こ
の

保
険

に
お
け
る
告

知
事

項
は

、
次

の
と
お
り
で
す
。

★
被

保
険

者
の

職
業

ま
た
は

職
務

★
他

の
保

険
契

約
等

（
※

）
の

加
入

状
況

（
※

）
「
他

の
保

険
契

約
等

」
と
は

、
個

人
用

傷
害

所
得

総
合

保
険

、
傷

害
総

合
保

険
、
普

通
傷

害
保

険
、
家

族
傷

害
保

険
、
交

通
事

故
傷

害
保

険
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
交

通
傷
害

保
険

、
積

立
傷

害
保

険
等

、
こ
の

保
険

契
約

の
全

部
ま
た
は

一
部

に
対

し
て
支

払
責

任
が

同
じ
で
あ
る
他

の
保

険
契

約
ま
た
は

共
済

契
約

を
い
い
ま
す
。

＊
口

頭
で
お
話

し
、
ま
た
は

資
料

提
示

さ
れ

た
だ
け
で
は

、
告

知
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
は

な
り
ま
せ

ん
。

＊
告

知
事

項
に
つ
い
て
、
事

実
を
記

入
さ
れ

な
か

っ
た
場

合
ま
た
は

事
実

と
異

な
る
こ
と
を
記

入
さ
れ

た
場

合
は

、
ご
契

約
を
解

除
す
る
こ
と
や

、
保

険
金

を
お
支
払

い
で
き
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
死

亡
保

険
金

を
お
支

払
い
す
る
場

合
は

、
被

保
険

者
の

法
定

相
続

人
に
お
支

払
い
し
ま
す
。
死

亡
保

険
金

受
取

人
に
つ
い
て
特

定
の

方
を
定

め
る
場

合
は

、
所

定
の

方
法
に

よ
り
被

保
険

者
の

同
意

の
確

認
手

続
き
が

必
要

で
す
。

３
．
ご
加

入
後

に
お
け
る
留

意
事

項
（
通

知
義

務
等

）
●

加
入

依
頼

書
等

記
載

の
職

業
ま
た
は

職
務

を
変

更
さ
れ

た
場

合
（
新

た
に
職

業
に
就

か
れ

た
場

合
ま
た
は

職
業

を
や

め
ら
れ

た
場

合
を
含

み
ま
す
。
）
は

、
ご
契

約
者

ま
た
は

被
保

険
者

に
は

、
遅

滞
な
く
取

扱
代

理
店

ま
た
は

損
保

ジ
ャ
パ

ン
ま
で
ご
通

知
い
た
だ
く
義

務
（
通

知
義

務
）
が

あ
り
ま
す
。

■
変

更
前

と
変

更
後

の
職

業
ま
た
は

職
務

に
対

し
て
適

用
さ
れ

る
保

険
料

に
差

額
が

生
じ
る
場

合
は

、
所

定
の

計
算

に
よ
り
算

出
し
た
額

を
返

還
ま
た
は

請
求

し
ま
す
。

追
加

保
険

料
の

お
支

払
い
が

な
か

っ
た
場

合
や

ご
通

知
が

な
か

っ
た
場

合
は

、
ご
契

約
を
解

除
す
る
こ
と
や

、
保

険
金

を
削

減
し
て
お
支

払
い
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

■
こ
の

保
険

で
は

、
下

欄
記

載
の

職
業

に
つ
い
て
は

、
お
引

受
け
の

対
象

外
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の

た
め
、
上

記
に
か

か
わ

ら
ず
、
職

業
ま
た
は

職
務

の
変

更
が

生
じ
、
こ
れ

ら
の

職
業

に
就

か
れ

た
場

合
は

、
ご
契

約
を
解

除
し
ま
す
の

で
、
あ
ら
か

じ
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。
ご
契

約
が

解
除

に
な
っ
た
場

合
、
「
保

険
金

の
支

払
事

由
」
が

発
生
し
て
い
る
と
き

で
あ
っ
て
も
、
変

更
の

事
実

が
生

じ
た
後

に
発

生
し
た
事

故
に
よ
る
ケ
ガ
に
対

し
て
は

、
保

険
金

を
お
支

払
い
で
き
ま
せ

ん
。

●
加

入
依

頼
書

等
記

載
の

住
所

ま
た
は

通
知

先
を
変

更
さ
れ

た
場

合
は

、
遅

滞
な
く
取

扱
代

理
店

ま
た
は

損
保

ジ
ャ
パ

ン
ま
で
ご
通

知
く
だ
さ
い
。

●
ご
加

入
内

容
の

変
更

を
希

望
さ
れ

る
場

合
は

、
あ
ら
か

じ
め
取
扱

代
理

店
ま
た
は

損
保

ジ
ャ
パ

ン
ま
で
ご
通

知
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ご
加

入
内

容
の

変
更

に
伴

い
保

険
料

が
変

更
と
な
る
場

合
は

、
所

定
の

計
算

に
よ
り
算

出
し
た
額

を
返

還
ま
た
は

請
求

し
ま
す
。

●
団

体
か

ら
脱

退
さ
れ

る
場

合
は

、
必

ず
ご
加

入
の

窓
口

に
お
申

し
出

く
だ
さ
い
。

＜
被

保
険

者
に
よ
る
解

除
請

求
（
被

保
険

者
離

脱
制

度
）
に
つ
い
て
＞

●
被

保
険

者
は

、
こ
の

保
険

契
約

（
そ
の

被
保

険
者

に
係

る
部

分
に
か

ぎ
り
ま
す
。
）
を
解

除
す
る
こ
と
を
求

め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
お
手

続
方

法
等

に
つ
き
ま
し
て
は

、
取

扱
代

理
店

ま
た
は

損
保

ジ
ャ
パ

ン
ま
で
お
問

い
合

わ
せ

く
だ
さ
い
。

●
保

険
金

の
請

求
状

況
や

被
保

険
者

の
ご
年

齢
等

に
よ
っ
て
は

、
ご
継

続
を
お
断

り
す
る
こ
と
や

、
ご
継

続
の

際
に
補

償
内

容
を
変

更
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

＜
重

大
事

由
に
よ
る
解

除
等

＞
●

保
険

金
を
支

払
わ

せ
る
目

的
で
ケ
ガ
を
さ
せ

た
場

合
や

保
険

契
約

者
、
被

保
険

者
ま
た
は

保
険

金
受

取
人

が
暴

力
団

関
係

者
、
そ
の

他
の

反
社

会
的

勢
力
に
該

当
す
る
と

認
め
ら
れ

た
場

合
な
ど
は

、
ご
契

約
を
解

除
す
る
こ
と
や

、
保

険
金

を
お
支

払
い
で
き
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

＜
他

の
身

体
障

害
ま
た
は

疾
病

の
影

響
＞

●
す
で
に
存

在
し
て
い
た
ケ
ガ
や

後
遺

障
害

、
病

気
の

影
響

な
ど
に
よ
り
、
保

険
金

を
お
支

払
い
す
る
ケ
ガ
の

程
度

が
重

く
な
っ
た
と
き
は

、
そ
れ

ら
の

影
響

が
な
か

っ
た
も
の
と

し
て
保

険
金

を
お
支

払
い
し
ま
す
。

プ
ロ
ボ
ク
サ

ー
、
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
、
ロ
ー
ラ
ー
ゲ
ー
ム
選

手
（
レ
フ
リ
ー
を
含

み
ま
す
。
）
、
力

士
そ
の

他
こ
れ

ら
と
同

程
度

ま
た
は

そ
れ

以
上

の
危

険
を
有

す
る
職

業

⑥⑥

■
商

品
の

仕
組

み
：

こ
の

商
品

は
傷

害
総

合
保

険
普

通
保

険
約

款
に

各
種

特
約

を
セ

ッ
ト

し
た

も
の

で
す

。
■

保
険

契
約

者
：

東
京

都
板

金
工

業
組

合
■

保
険

期
間

：
２

０
２

２
年

１
２

月
１

日
午

後
４

時
か

ら
１

年
間

と
な

り
ま

す
。

■
申

込
締

切
日

：
２

０
２

２
年

１
１

月
２

４
日

■
引

受
条

件
（
保

険
金

額
等

）
、

保
険

料
、

保
険

料
払

込
方

法
等

：
引

受
条

件
（
保

険
金

額
等

）
、

保
険

料
は

本
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
に

記
載

し
て

お
り

ま
す

の
で

、
ご

確
認

く
だ

さ
い

。
●

加
入

対
象

者
：

東
京

都
板

金
工

業
組

合
の

組
合

員
●

被
保

険
者

：
東

京
都

板
金

工
業

組
合

の
組

合
員

ま
た

は
ご

家
族

(配
偶

者
、

子
供

、
両

親
、

兄
弟

姉
妹

お
よ

び
同

居
の

親
族

)の
方

を
被

保
険

者
と

し
て

ご
加

入
い

た
だ

け
ま

す
。

被
保

険
者

本
人

の
み

が
保

険
の

対
象

と
な

り
ま

す
。

●
お

支
払

方
法

：
毎

月
の

掛
金

は
組

合
事

務
局

ま
で

お
支

払
い

く
だ

さ
い

。
（
１

２
回

払
）

●
お

手
続

方
法

：
添

付
の

加
入

申
込

書
に

必
要

事
項

を
ご

記
入

の
う

え
、

掛
金

を
添

え
て

組
合

事
務

局
ま

で
お

申
込

み
く
だ

さ
い

。

●
中

途
加

入
：

保
険

期
間

の
中

途
で

の
ご

加
入

は
、

毎
月

、
受

付
を

し
て

い
ま

す
。

そ
の

場
合

の
保

険
期

間
は

、
毎

月
末

日
ま

で
の

受
付

分
は

受
付

日
の

翌
月

１
日

か
ら

２
０

２
３

年
１

２
月

１
日

午
後

４
時

ま
で

と
な

り
ま

す
。

毎
月

の
掛

金
は

組
合

事
務

局
に

お
支

払
い

く
だ

さ
い

。
●

中
途

脱
退

：
こ

の
保

険
か

ら
脱

退
（
解

約
）
さ

れ
る

場
合

は
、

ご
加

入
窓

口
の

組
合

事
務

局
ま

で
ご

連
絡

く
だ

さ
い

。
●

団
体

割
引

は
、

本
団

体
契

約
の

前
年

の
ご

加
入

人
数

に
よ

り
決

定
し

て
い

ま
す

。
次

年
度

以
降

、
割

引
率

が
変

更
と

な
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
の

で
、

あ
ら

か
じ

め
ご

了
承

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

団
体

の
ご

加
入

人
数

が
１

０
名

を
下

回
っ

た
場

合
は

、
こ

の
団

体
契

約
は

成
立

し
ま

せ
ん

の
で

、
ご

了
承

く
だ

さ
い

。
■

満
期

返
れ

い
金

･契
約

者
配

当
金

：
こ

の
保

険
に

は
、

満
期

返
れ

い
金

･契
約

者
配

当
金

は
あ

り
ま

せ
ん

。

こ
の

保
険

の
あ

ら
ま

し
（
契

約
概

要
の

ご
説

明
）

ご
加

入
に

際
し

て
特

に
ご

確
認

い
た

だ
き

た
い

事
項

や
、

ご
加

入
者

に
と

っ
て

不
利

益
に

な
る

事
項

等
、

特
に

ご
注

意
い

た
だ

き
た

い
事

項
を

記
載

し
て

い
ま

す
。

ご
加

入
に

な
る

前
に

必
ず

お
読

み
い

た
だ

き
ま

す
よ

う
お

願
い

し
ま

す
。

【
加

入
者

ご
本

人
以

外
の

被
保

険
者

（
保

険
の

対
象

と
な

る
方

。
以

下
同

様
と

し
ま

す
。

）
に

も
、

こ
の

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

に
記

載
し

た
内

容
を

お
伝

え
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

ご
加

入
の

際
は

、
ご

家
族

の
方

に
も

ご
契

約
内

容
を

お
知

ら
せ

く
だ

さ
い

。
】

補
償

の
内

容
【

保
険

金
を

お
支

払
い

す
る

主
な

場
合

と
お

支
払

い
で

き
な

い
主

な
場

合
】

被
保

険
者

が
、

日
本

国
内

ま
た

は
国

外
に

お
い

て
、

急
激

か
つ

偶
然

な
外

来
の

事
故

（
以

下
「
事

故
」
と

い
い

ま
す

。
）
に

よ
り

ケ
ガ

（
※

）
を

さ
れ

た
場

合
等

に
、

保
険

金
を

お
支

払
い

し
ま

す
。

（
※

）
身

体
外

部
か

ら
有

毒
ガ

ス
ま

た
は

有
毒

物
質

を
偶

然
か

つ
一

時
に

吸
入

、
吸

収
し

た
場

合
に

急
激

に
生

ず
る

中
毒

症
状

を
含

み
ま

す
。

た
だ

し
、

細
菌

性
食

中
毒

、
ウ

イ
ル

ス
性

食
中

毒
は

含
み

ま
せ

ん
。

「
熱

中
症

危
険

補
償

特
約

」
が

セ
ッ

ト
さ

れ
て

い
ま

す
の

で
、

日
射

ま
た

は
熱

射
に

よ
る

身
体

の
障

害
も

お
支

払
い

の
対

象
と

な
り

ま
す

。
（
注

）
保

険
期

間
の

開
始

時
よ

り
前

に
発

生
し

た
事

故
に

よ
る

ケ
ガ

・
損

害
に

対
し

て
は

、
保

険
金

を
お

支
払

い
で

き
ま

せ
ん

。

「
急

激
か

つ
偶

然
な

外
来

の
事

故
」
に

つ
い

て
■

「
急

激
」
と

は
、

突
発

的
に

発
生

す
る

こ
と

で
あ

り
、

ケ
ガ

の
原

因
と

し
て

の
事

故
が

ゆ
る

や
か

に
発

生
す

る
の

で
は

な
く
、

原
因

と
な

っ
た

事
故

か
ら

結
果

と
し

て
の

ケ
ガ

ま
で

の
過

程
が

直
接

的
で

時
間

的
間

隔
の

な
い

こ
と

を
意

味
し

ま
す

。
■

「
偶

然
」
と

は
、

「
原

因
の

発
生

が
偶

然
で

あ
る

」
「
結

果
の

発
生

が
偶

然
で

あ
る

」
「
原

因
・
結

果
と

も
偶

然
で

あ
る

」
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
予

知
さ

れ
な

い
出

来
事

を
い

い
ま

す
。

■
「
外

来
」
と

は
、

ケ
ガ

の
原

因
が

被
保

険
者

の
身

体
の

外
か

ら
の

作
用

に
よ

る
こ

と
を

い
い

ま
す

。
（
注

）
靴

ず
れ

、
車

酔
い

、
し

も
や

け
等

は
、

「
急

激
か

つ
偶

然
な

外
来

の
事

故
」
に

該
当

し
ま

せ
ん

。

傷 害 （ 国 内 外 補 償 ）

①
故

意
ま

た
は

重
大

な
過

失
②

自
殺

行
為

、
犯

罪
行

為
ま

た
は

闘
争

行
為

③
無

資
格

運
転

、
酒

気
を

帯
び

た
状

態
で

の
運

転
ま

た
は

麻
薬

等
に

よ
り

正
常

な
運

転
が

で
き

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

状
態

で
の

運
転

④
脳

疾
患

、
疾

病
ま

た
は

心
神

喪
失

⑤
妊

娠
、

出
産

、
早

産
ま

た
は

流
産

⑥
外

科
的

手
術

そ
の

他
の

医
療

処
置

⑦
戦

争
、

外
国

の
武

力
行

使
、

暴
動

（
テ

ロ
行

為
（
※

１
）
を

除
き

ま
す

。
）
、

核
燃

料
物

質
等

に
よ

る
も

の
⑧

地
震

、
噴

火
ま

た
は

こ
れ

ら
に

よ
る

津
波

（
天

災
危

険
補

償
特

約
を

セ
ッ

ト
し

な
い

場
合

）
⑨

頸
（
け

い
）
部

症
候

群
（
い

わ
ゆ

る
「
む

ち
う

ち
症

」
）
、

腰
痛

等
で

医
学

的
他

覚
所

見
（
※

２
）
の

な
い

も
の

⑩
ピ

ッ
ケ

ル
等

の
登

山
用

具
を

使
用

す
る

山
岳

登
は

ん
、

ロ
ッ

ク
ク

ラ
イ

ミ
ン

グ
(フ

リ
ー

ク
ラ

イ
ミ

ン
グ

を
含

み
ま

す
。

) 
、

登
る

壁
の

高
さ

が
５

ｍ
を

超
え

る
ボ

ル
ダ

リ
ン

グ
、

航
空

機
操

縦
（
職

務
と

し
て

操
縦

す
る

場
合

を
除

き
ま

す
。

）
、

ハ
ン

グ
グ

ラ
イ

ダ
ー

搭
乗

等
の

危
険

な
運

動
を

行
っ

て
い

る
間

の
事

故
⑪

自
動

車
、

原
動

機
付

自
転

車
等

に
よ

る
競

技
、

競
争

、
興

行
（
こ

れ
ら

に
準

ず
る

も
の

お
よ

び
練

習
を

含
み

ま
す

。
）
の

間
の

事
故

な
ど

＜
次

ペ
ー

ジ
に

続
き

ま
す

。
＞

死
亡

保
険

金

後
遺

障
害

保
険

金

入
院

保
険

金
（
7
型

を
除

く
）

手
術

保
険

金
（
7
型

を
除

く
）

事
故

に
よ

り
ケ

ガ
を

さ
れ

、
そ

の
ケ

ガ
の

治
療

の
た

め
に

病
院

ま
た

は
診

療
所

に
お

い
て

、
以

下
①

ま
た

は
②

の
い

ず
れ

か
の

手
術

を
受

け
た

場
合

、
手

術
保

険
金

を
お

支
払

い
し

ま
す

。
た

だ
し

、
1
事

故
に

つ
き

1
回

の
手

術
に

か
ぎ

り
ま

す
。

な
お

、
１

事
故

に
基

づ
く
ケ

ガ
に

対
し

て
、

入
院

中
お

よ
び

外
来

で
手

術
を

受
け

た
と

き
は

、
＜

入
院

中
に

受
け

た
手

術
の

場
合

＞
の

手
術

保
険

金
を

お
支

払
い

し
ま

す
。

①
公

的
医

療
保

険
制

度
に

お
け

る
医

科
診

療
報

酬
点

数
表

に
、

手
術

料
の

算
定

対
象

と
し

て
列

挙
さ

れ
て

い
る

手
術

（
※

１
）

②
先

進
医

療
に

該
当

す
る

手
術

（
※

２
）

（
※

１
）
以

下
の

手
術

は
対

象
と

な
り

ま
せ

ん
。

創
傷

処
理

、
皮

膚
切

開
術

、
デ

ブ
リ

ー
ド

マ
ン

、
骨

ま
た

は
関

節
の

非
観

血
的

ま
た

は
徒

手
的

な
整

復
術

・
整

復
固

定
術

お
よ

び
授

動
術

、
抜

歯
手

術
（
※

２
）
先

進
医

療
に

該
当

す
る

手
術

は
、

治
療

を
直

接
の

目
的

と
し

て
メ

ス
等

の
器

具
を

用
い

て
患

部
ま

た
は

必
要

部
位

に
切

除
、

摘
出

等
の

処
置

を
施

す
も

の
に

か
ぎ

り
ま

す
。

事
故

に
よ

り
ケ

ガ
を

さ
れ

、
入

院
さ

れ
た

場
合

、
入

院
日

数
に

対
し

1
,0

00
日

を
限

度
と

し
て

、
１

日
に

つ
き

入
院

保
険

金
日

額
を

お
支

払
い

し
ま

す
。

事
故

に
よ

り
ケ

ガ
を

さ
れ

、
事

故
の

発
生

の
日

か
ら

そ
の

日
を

含
め

て
1
8
0
日

以
内

に
後

遺
障

害
が

生
じ

た
場

合
、

そ
の

程
度

に
応

じ
て

死
亡

・
後

遺
障

害
保

険
金

額
の

４
％

～
1
0
0
％

を
お

支
払

い
し

ま
す

。
た

だ
し

、
お

支
払

い
す

る
後

遺
障

害
保

険
金

の
額

は
、

保
険

期
間

を
通

じ
、

死
亡

・
後

遺
障

害
保

険
金

額
を

限
度

と
し

ま
す

。

事
故

に
よ

り
ケ

ガ
を

さ
れ

、
事

故
の

発
生

の
日

か
ら

そ
の

日
を

含
め

て
1
8
0
日

以
内

に
死

亡
さ

れ
た

場
合

、
死

亡
・
後

遺
障

害
保

険
金

額
の

全
額

を
お

支
払

い
し

ま
す

。
た

だ
し

、
す

で
に

後
遺

障
害

保
険

金
を

お
支

払
い

し
て

い
る

場
合

は
、

そ
の

金
額

を
差

し
引

い
て

お
支

払
い

し
ま

す
。

死
亡

保
険

金
の

額
＝

死
亡

・
後

遺
障

害
保

険
金

額
の

全
額

入
院

保
険

金
の

額
＝

入
院

保
険

金
日

額
×

入
院

日
数

（
1
,0

0
0
日

限
度

）

後
遺

障
害

保
険

金
の

額
＝

死
亡

・
後

遺
障

害
保

険
金

額
×

後
遺

障
害

の
程

度
に

応
じ

た
割

合
（
４

％
～

1
0
0
％

）

＜
入

院
中

に
受

け
た

手
術

の
場

合
＞

手
術

保
険

金
の

額
＝

入
院

保
険

金
日

額
×

1
0
（

倍
）

＜
外

来
で

受
け

た
手

術
の
場

合
＞

手
術

保
険

金
の

額
＝

入
院

保
険

金
日

額
×

5
（

倍
）

保
険

金
を

お
支

払
い

で
き

な
い

主
な

場
合

保
険

金
の

種
類

保
険

金
を

お
支

払
い

す
る

主
な

場
合

ご
加

入
対

象
者

お
手

続
方

法

新
規

加
入

者
の

皆
さ

ま
添

付
の

「
加

入
申

込
書

」
に

必
要

事
項

を
ご

記
入

の
う

え
、

ご
提

出
い

た
だ

き
ま

す
。

既 加 入 者 の 皆 さ ま

前
年

と
同

等
条

件
の

プ
ラ

ン
（
送

付
し

た
加

入
依

頼
書

に
打

ち
出

し
の

プ
ラ

ン
）
で

継
続

加
入

を
行

う
場

合
書

類
の

ご
提

出
は

不
要

で
す

。

ご
加

入
プ

ラ
ン

を
変

更
す

る
な

ど
前

年
と

条
件

を
変

更
し

て
継

続
加

入
を

行
う

場
合

※
前

年
と

条
件

を
変

更
す

る
旨

を
記

載
し

た
「
加

入
依

頼
書

」
を

ご
提

出
い

た
だ

き
ま

す
。

継
続

加
入

を
行

わ
な

い
場

合
継

続
加

入
を

行
わ

な
い

旨
を

記
載

し
た

「
加

入
依

頼
書

」
を

ご
提

出
い

た
だ

き
ま

す
。

※
「
前

年
と

条
件

を
変

更
し

て
加

入
を

行
う

場
合

」
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
加

入
依

頼
書

に
打

ち
出

さ
れ

た
継

続
前

の
職

業
・
職

種
に

変
更

が
必

要
な

場
合

を
含

み
ま

す
。

加
入

依
頼

書
の

修
正

方
法

等
は

組
合

事
務

局
ま

で
お

問
い

合
わ

せ
く
だ

さ
い

。
（
注

）
ご

契
約

の
保

険
料

を
算

出
す

る
際

や
保

険
金

を
お

支
払

い
す

る
際

の
重

要
な

項
目

で
あ

る
職

種
級

別
は

、
職

種
級

別
表

を
ご

確
認

く
だ

さ
い

。

⑤⑤


